
１．こどもまんなかの趣旨に賛同します

こども家庭庁では、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたち

が健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に

共感・賛同し、その取組を応援し、自らもアクションに取り組む個人や地方自治体、団体や

企業をこどもまんなか応援サポーターと位置づけています。

今般、こども家庭庁の「こどもまんなか」の趣旨に賛同し、濵田省司知事、くろしおくん、

そして子育て応援キャラクターのるんだが、こどもまんなか応援サポーターに就任します。

２．こどもまんなか応援サポーター宣言に基づく取組を推進します

（１）「子育て応援の店」で利用できるデジタルクーポンの付与等により、 「高知家子育て

応援パスポートアプリ」の活用を促進し、子育て世帯の楽しいおでかけを応援します。

（２）「子どもの環境づくり推進委員会」のこども委員と知事が直接対話し、意見を聞いて

施策に反映します。

（３）「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」や「少子化対策推進県民会議」との連携など、

官民協働による少子化対策を進めます。

３．こどもまんなかの取組の発信や参加を呼びかけます

県のＳＮＳ等において、こどもや若者を対象とした取組に「＃こどもまんなかやってみた」

を付して発信します。

また、出会い・結婚・子育て応援団をはじめ、事業所や県民に対し広く参加を呼びかけます。
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